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１３ 国への働きかけ

（１）本県から国等への要望

日付 要望先 主な要望項目

平成 23 年

3 月 17 日

民主党（藤田幸久参議

院議員）

・原発事故に係る避難者対応

・福島県からの重症患者等の移送

3月 18 日 菅直人東北地方太平

洋沖地震緊急災害対

策本部長

・被災者への国家公務員宿舎等の速やかな

提供

3月 25 日 細川律夫厚生労働大

臣

・農林水産物の出荷や飲食物の摂取等を制

限する放射能の基準等

・心のケアに対する支援

・県外からの避難民に対する支援

・災害救助法の柔軟な対応

鹿野道彦農林水産大

臣

・原発事故に伴う農畜産物などに対する補

償と風評被害対策

大畠章宏国土交通大

臣

・国内外に向けての的確な情報の発信

3月 28 日 蓮舫内閣府特命大臣

枝野幸男内閣官房長

官

・食品衛生法による暫定規制値の見直し

・農畜産物の収去の権限，出荷制限に関す

る判断基準等の規定

・出荷（摂取）制限地域の適切な設定

・出荷等制限品目や区域の解除の判断基準

の早急な決定

・風評被害の防止

4月 2日 岡田克也民主党幹事

長

・被災者対策等

・地震，津波対策の抜本的見直し

・原子力防災対策の根本的見直し

・客観性と信頼性を高めた安全規制体制の

早急な確立

・補償基準の明確化と万全な補償

・風評被害の抑制

・食品中の放射線濃度に関する規制値の見

直し

・地域や栽培形態に応じた弾力的な自粛要

請の解除
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・諸外国や外国人に対する正確な情報と知

識普及

・観光産業の早期回復への支援及び風評被

害への補償

4月 5日 菅直人東北地方太平

洋沖地震緊急災害対

策本部長

・一刻も早い事態の収束

・原子力事故に関する情報の積極的な開示

と地元関係者への十分な説明

・原子力事故に起因する被害に対する前広

で万全な補償と早急な仮払い実施

・安全性が確認された肉・魚・野菜等につ

いての消費者・流通業者への働きかけと

販売促進

4月 7日 鈴木克昌総務副大臣 ・被災者対策等

4月 15 日 菅直人内閣総理大臣 ・放射性物質の放出に関する地元への事前

説明の必要性

・情報提供の徹底

・早期の補償金仮払い

・風評被害の防止

4月 26 日 東祥三内閣府副大臣 ・被災者対策

・原子力災害対策

・風評被害対策等

5月 6日 大畠章宏国土交通大

臣

・観光産業に対する支援

6月 9日 ・鹿野道彦農林水産大

臣

・東祥三内閣府副大臣

・清水正孝東京電力株

式会社取締役社長

・福島第一原発の放射線汚染水の海洋放出

計画に対する抗議

6月 22 日 本県選出国会議員 ・原発事故の早期収束

・すべての損害の早急な賠償

・放射能汚染等への適切な対応

・風評被害防止等への積極的対応

・原子力安全対策の強化

・原子力防災対策の強化

・電力需給対策の充実

・原子力災害に対する十分な財政支援
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8 月 17 日 片山善博総務大臣 ・原発事故に対処するための財政支援

・減収補てん措置

平野達男東日本大震

災復興対策担当内閣

府特命担当大臣（防

災）

・福島第一原子力発電所事故の早期収束

・県民の健康を守るための取組及び損害賠

償

・風評被害防止等への積極的な対応

・原子力防災指針等の見直し

・原発事故の影響を払拭するための交付金

9月 27 日 ・野田佳彦内閣総理大

臣

・安住淳財務大臣

・平野達男東日本大震

災復興対策担当内

閣府特命担当大臣

（防災）

・輿石東民主党幹事長

・原子力交付金

10 月 3 日 ・枝野幸男経済産業大

臣

・細野豪志環境大臣

・自由民主党（谷垣総

裁他）

・原子力交付金

・エネルギー政策基本法と基本計画

・企業立地の促進

・風評被害防止等への積極的対応

・すべての損害への早急な補償

10 月 6 日 郡和子内閣府大臣政

務官

・原子力交付金

・除染に関する財政支援措置等

・放射性物質を含む浄水場発生土や焼却

灰・下水汚泥等の処理

・風評被害防止等の積極的な対応

・企業立地の促進

・すべての損害への早急な賠償

11 月 14 日 郡和子内閣府大臣政

務官

・県内への企業立地の促進

・農林水産業、観光業，製造業等に対する

風評被害の解消

・本県のイメージ改善等に活用できる基金

の創設

・医師の県外流出や新規就業キャンセル等

に対応するための地域医療再生基金のさ

らなる増し積み
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・国の責任による放射線量の測定，放射性

物質の除染，健康影響の調査等

11 月 16 日 ・荒井聰衆議院議員

（民主党原発事故

収束対策プロジェ

クトチーム座長）

・山口那津男公明党代

表

・石井啓一公明党政務

調査会長

・県内への企業立地の促進

・農林水産業，観光業，製造業等に対する

風評被害の解消

・本県のイメージ改善等に活用できる基金

の創設

・医師の県外流出や新規就業キャンセル等

に対応するための地域医療再生基金のさ

らなる増し積み

・国の責任による放射線量の測定，放射性

物質の除染，健康影響の調査等

11 月 21 日 平野達男東日本大震

災復興対策担当内閣

府特命担当大臣（防

災）

・県内への企業立地の促進

・農林水産業，観光業，製造業等に対する

風評被害の解消

・本県のイメージ改善等に活用できる基金

の創設

・医師の県外流出や新規就業キャンセル等

に対応するための地域医療再生基金のさ

らなる増し積み

・北関東以北の高速道路の無料化等の観光

振興策

・放射線量の測定，放射性物質の除染，健

康影響の調査等

12 月 6 日 藤田幸久財務副大臣 ・企業立地の促進，風評被害対策等に活用

できる基金創設

・放射線量の測定，除染，健康影響調査

12 月 27 日 ・高山智司環境大臣政

務官

・北神圭朗経済産業大

臣政務官

・健康影響調査に関する統一的基準と財政

措置

平成 24 年

1 月 25 日

枝野幸男経済産業大

臣

・東海第二原子力発電所の取扱い

・企業立地支援

・エネルギー政策等

・原子力安全対策の強化

・高レベル放射性廃棄物
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・原子力防災対策の強化

・放射性汚染水

・建築用資材に関する放射線量の基準

・すべての損害の早急な賠償

・健康影響調査の実施に関する基準等の明

確化

2月 18 日 輿石東民主党幹事長 ・企業立地支援

・健康影響調査

・原発事故対策

・風評被害対策

2月 20 日 参議院厚生労働委員

会

・健康影響調査の実施

2月 22 日 吉田泉復興大臣政務

官

・風評被害対策

・企業立地支援

・除染対策

3月 1日 末松義規復興副大臣 ・風評被害対策

・除染対策

・健康影響調査

4月 26 日 横光克彦環境副大臣 ・東海第二原子力発電所の取扱い

・原子力安全対策の強化

・原子力防災対策の強化

・除染対策

・風評被害対策

5月 30 日 枝野幸男経済産業大

臣

・東海第二発電所の取扱い

7月 2日 本県選出国会議員 ・原発事故の早期収束

・放射性汚染水

・放射線モニタリング調査

・除染対策

・放射性物質を含む廃棄物の処分

・すべての損害の早急な賠償

・風評被害対策

・査証発給手数料免除措置の拡充及び中国

人個人観光客向け「数次査証」の発給要

件の緩和

・医師確保対策
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・東海第二発電所の取扱い

・原子力安全対策の強化

・原子力防災対策の強化

・放射性廃棄物の処理処分

・国際協力の推進

7月 15 日 羽田雄一郎国土交通

大臣

・風評被害対策

9月 26 日 郡和子内閣府大臣政

務官兼復興大臣政務

官

・除染対策

・放射線被ばくの健康影響

・すべての損害の早急な賠償

・風評被害対策

・医師確保対策

11 月 5 日 ・今野東復興副大臣兼

内閣府副大臣

・金子恵美内閣府大臣

政務官兼復興大臣

政務官

・除染対策

・放射線健康影響における不安解消対策

・すべての損害の早急な賠償

・風評被害対策

・医師確保対策

11 月 16 日 民主党茨城県総支部

連合会

・原発事故の早期収束

・放射線に関する不安の解消

・除染対策

・放射性物質を含む廃棄物の処分

・すべての損害の早急な賠償

・風評被害対策

・査証発給手数料免除措置の拡充及び中国

人個人観光客向け「数次査証」の発給要

件の緩和

・医師確保対策

・東海第二発電所の取扱い

・原子力安全対策の強化

・原子力防災対策の強化

・放射性廃棄物の処理処分

・国際協力の推進
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平成 25 年

1 月 9 日

・麻生太郎財務大臣

・根本匠復興大臣

・田村憲久厚生労働

大臣

・菅原一秀経済産業

副大臣

・太田昭宏国土交通

大臣

・山口那津男公明党

代表

・雇用対策の推進

・地域医療再生基金の積み増し等

・企業立地への支援

・エネルギー政策

・高レベル放射性廃棄物の処理処分

・風評被害対策

1月 18 日 葉梨康弘自民党東日

本大震災復興加速化

本部事務局長

・雇用対策の推進

・地域医療再生基金の積み増し

・企業立地への支援

1月 25 日 浜田昌良復興副大臣 ・雇用対策の推進

・企業立地への支援

・地域医療再生基金の積み増し

1月 29 日 亀岡偉民内閣府大臣

政務官兼復興大臣政

務官

・雇用対策の推進

・企業立地への支援

・地域医療再生基金の積み増し

2月 21 日 梶山弘志国土交通副

大臣

・風評被害対策
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（２）全国知事会から国等への要望

日付 要望先 主な要望項目

平成 23 年

7 月 26 日

・海江田万里経済産業

大臣

・平野達男東日本大震

災復興対策担当内

閣府特命担当大臣

（防災）

・桶高剛衆環境大臣政

務官

・福島第一原発における事故の早急な収束

・原子力発電に関する安全対策の確立

・放射能汚染に対する安全対策の推進

・風評被害対策の強化

・原子力災害に対する十分な財政支援

・国内産品の輸出証明書発行事務対策

・被災者に対する支援の充実・強化

・原子力災害被災者への経済的支援

9月 15 日 野田佳彦内閣総理大

臣

・原発災害からの地域再生に向けた特別法

の制定

・原子力発電所事故の早期収束と放射線対

策の着実な実施

・あらゆる損害に対する迅速かつ十分な賠

償の実施

11 月 21 日 関係省庁政務三役

（内閣府，総務省，国

土交通省，農林水産

省，厚生労働省，経済

産業省，財務省，文部

科学省，環境省）

・原子力発電所事故の早期収束

・原子力災害に伴う賠償や福島の再生にか

かる特別法の速やかな制定

・風評被害対策の強化

平成 24 年

6 月 19 日

平野達男復興大臣 ・東京電力福島第一原子力発電所の事故関

連対策の強化

7月 25 日 ・平野達男復興大臣

・高山智司環境大臣政

務官

・風評被害対策の強化

・避難者・被災者，被災地方公共団体に対

する総合的な支援の強化
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（３）関東知事会から国等への要望

日付 要望先 主な要望項目

平成 23 年

6 月

菅直人内閣総理大臣

他

・福島第一原子力発電所事故の早期収束と

風評被害等の対策

・原子力安全対策・防災対策の見直し

11 月 野田佳彦内閣総理大

臣他

・福島第一原子力発電所事故の早期収束と

風評被害等の対策

・原子力安全対策・防災対策の見直し

6月 野田佳彦内閣総理大

臣他

・福島第一原子力発電所事故に伴う放射性

物質への対応と風評被害対策

・東日本大震災を踏まえた防災対策

平成 24 年

7 月

・野田佳彦内閣総理

大臣

・細野豪志環境大臣

・8,000 ベクレル/kg を超える放射性物質が

含まれる指定廃棄物の処分

・8,000 ベクレル/kg 以下の放射性物質が含

まれる指定廃棄物の処分

11 月 野田佳彦内閣総理大

臣

・東日本大震災からの復興と原発事故への

対応

・東日本大震災を踏まえた防災対策

（４）北関東磐越五県知事会議から国等への要望

日付 要望先 主な要望項目

平成 24 年

11 月 21 日

関係省庁事務次官等

（内閣府，国土交通

省、農林水産省，厚生

労働省，文部科学省，

環境省，外務省）

・風評被害対策

・損害賠償

・除染対策

・放射性物質に汚染された廃棄物等の早期

処理

・原子力安全対策
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（５）県議会との連携

ア 茨城県議会東日本大震災災害対策会議

茨城県議会では，震災発生直後の 3月 15 日に，県議会議長，同副議長，

各常任委員会正副委員長，議会運営委員会委員長並びに委員で構成され

る「茨城県議会東日本大震災災害対策会議」を設置した。

県では，当対策会議に対し県の実施する原発事故対応等について報告

し協力を得るとともに，当対策会議と連携し国への要請活動等を行った。

平成 23 年 3 月 15 日 第 1回対策会議

4月 15 日

5 月 13 日

5 月 20 日

7 月 4 日

8 月 5 日

8 月 25 日

菅総理に，放射性汚染水の海洋放出等について申入れ

第 2回対策会議

菅総理及び関係大臣に，児童生徒への心のケア，風評被害

や休漁に対する補償基準の明確化，原子力安全基準の抜本

的な見直し等について要請

東京電力副社長に，原発事故の一刻も早い収束，情報開示，

放射性汚染水の海洋放出の禁止，損害賠償金全額の早期支

払い，風評被害による損害への賠償，健康被害発生の未然

防止等について申入れ

関係大臣に，風評被害等に関する緊急要望

東京電力社長に，原発事故の一刻も早い収束，情報開示，

健康被害発生の未然防止，損害賠償金全額の早期支払い，

風評被害による損害への賠償等について申入れ

知事，議長等から東京電力副社長への申入れ（H23.7.4）
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イ 茨城県議会東日本大震災・元気ないばらきづくり調査特別委員会

茨城県議会では，平成 23 年 6 月から「茨城県議会東日本大震災・元気

ないばらきづくり調査特別委員会」において，東日本大震災からの復旧・

復興に向けた施策展開の基本方向について15回にわたり調査審議を行い，

結果については平成 24 年 12 月に県に対する提言の形で取りまとめられ

た。

福島原発事故については 11 項目の提言がなされ，県では，これらの提

言を受け止め施策に取り組んでいる。

【提言内容】

① 原発事故の早期収束に向け，国と東京電力に対し，あらゆる機会

に必要な対応を要望すべき。

② より一層きめ細かな放射線モニタリングの実施など，県民の不安

を払拭するための施策を推進すべき。

③ よりきめ細かな農林水産物の放射性物質検査の実施，工業技術セ

ンターによる放射線量測定サービスの周知徹底など，放射線監視・

検査体制の強化を検討すべき。

④ 市町村や学校，地域と連携し，身近な空間において放射線量の高

い箇所の除染に取り組むとともに，財政支援の充実を国に求めるべ

き。

⑤ 市町村への技術的支援や研修の充実など，各市町村との連携を強

化すべき。

⑥ 本県が持つポテンシャルを活かして，技術支援や人材育成，保障

措置などを総合的に行う国際原子力機関（IAEA）の拠点誘致に率先

して取り組むべき。

⑦ あらゆる事態を想定した原子力施設の安全確保を促進すべき。

⑧ リスクコミュニケーションを国と連携して推進すべき。

⑨ 事故の教訓を踏まえ，速やかに県地域防災計画（原子力災害対策

計画編）の改定を行うべき。

⑩ 全ての被害者が，迅速かつ公平に原子力損害の賠償を受けられる

よう，継続して支援に取り組むべき。

⑪ 除染活動により発生する廃棄物や放射性物質を含む汚泥，焼却灰

の処分の確保については，国による基準や見解の明確化が必要であ

り，速やかな事態の改善が図られるよう努めるべき。


